
【 歳入 】

【 歳出 】

障害者福祉事業 568,197 243,639 153,582 0 7,380 19,326 144,270

高齢者福祉事業 16,605 0 698 0 1,587 1,691 12,629

児童福祉事業 643,562 259,736 116,333 25,800 29,342 25,085 187,266

高齢者医療事業 481 0 0 0 0 57 424

その他 39,106 959 0 0 642 4,431 33,074

小　　　計 1,267,951 504,334 270,613 25,800 38,951 50,590 377,663

予防事業 39,872 344 0 0 0 4,669 34,859

保健事業 51,807 230 1,265 0 0 5,944 44,368

母子保健事業 18,629 1,331 507 0 200 1,960 14,631

健康づくり事業 381 0 0 0 0 45 336

その他 374,752 1,896 618 38,900 3,152 39,006 291,180

小　　　計 485,441 3,801 2,390 38,900 3,352 51,624 385,374

国民健康保険事業（繰出金） 145,742 15,970 53,735 0 0 8,982 67,055

介護保険・介護サービス事業（繰出金） 318,127 8,000 4,000 0 0 36,164 269,963

後期高齢者医療事業（繰出金） 272,010 0 50,669 0 0 26,148 195,193

小　　　計 735,879 23,970 108,404 0 0 71,295 532,210

2,489,271 532,105 381,407 64,700 42,303 173,509 1,295,247

【予算資料】

地方消費税交付金（社会保障財源化）が充てられる社会保障施策に要する経費

　令和６年度富士川町一般会計当初予算における社会保障施策経費への充当状況は、下記のとおりです。

地方消費税交付金（社会保障財源化分） １７３，５０９千円

社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費 ２，４８９，２７１千円

【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】

財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源 一　　般　　財　　源

合　　　　　　　　計

※１　事務費や事務職員の人件費等は除く。

※２　地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、各事業に要する一般財源の割合に応じて按分して充当している。

区　分 事　　業　　名　　等 令和６年度予算額

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 地方消費税交
付金（社会保
障財源化分）

その他

社会福祉

保健衛生

保険・医療
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